
令 和 5 年 第 3 回

さくら市議会定例会議案書
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付 議 事 件
第 3 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1
さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例の制定について
市 長 P 4

2 さくら市印鑑条例の一部改正について 〃 P 6

3

さくら市監査委員に関する条例及びさくら市水道

事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部

改正について

〃 P 8

4

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る条例及びさくら市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する条例の一部改正について

〃 P 9

5 令和 5 年度さくら市一般会計補正予算（第 6 号） 〃 P 13

6
令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予

算（第 1 号）
〃 P 45

7
令和 5年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

1 号）
〃 P 61

8 令和 4 年度さくら市一般会計決算の認定について 〃 P 79

9
令和 4 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計決算の認定について
〃 P 80

10
令和 4 年度さくら市国民健康保険特別会計決算の

認定について
〃 P 81

11
令和 4 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算

の認定について
〃 P 82

12
令和 4 年度さくら市介護保険特別会計決算の認定

について
〃 P 83

13
令和 4 年度さくら市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定について
〃 P 84

14
令和 4 年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について
〃 P 85

15 穂積辺地に係る総合整備計画の策定について 〃 P 86
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

16
下河戸北辺地、下河戸南辺地及び南和田辺地に係

る総合整備計画の変更について
市 長 P 89

報告

1

一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況

説明書の提出について
〃 P 95

報告

2

株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書の提出

について
〃 P 96

報告

3

令和 4 年度健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて
〃 P 97
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議案第1号

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制

定について

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を次のように定

める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

（趣旨）

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の2第1

項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員

（同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を

除く。以下「市長等」という。）の市に対する損害を賠償する責任の

一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

（損害賠償責任の一部免責）

第2条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が職

務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の

責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額（地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）第173条第1項第1号に規定する普通地方公共

団体の長等の基準給与年額をいう。）に、次の各号に掲げる市長等の

区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額に
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ついて免れさせるものとする。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の

委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 職員（前2号に掲げる職員を除く。） 1

附 則

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の行為に基づく市長等の

損害賠償責任について適用する。
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議案第2号

さくら市印鑑条例の一部改正について

さくら市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市印鑑条例の一部を改正する条例

さくら市印鑑条例（平成17年さくら市条例第12号）の一部を次のよう

に改正する。

第 13 条の 2 中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項に規定する

個人番号カード」を「次の各号のいずれかに掲げるもの」に改め、同条

に次の各号を加える。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律（平成 14 年法律第 153 号）第 22 条第 1 項に規定する個

人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 7 項に規定する個人番

号カードをいう。）

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律第 35 条の 2 第 1 項に規定する移動端末設備用利用者証明

用電子証明書を記録した移動端末設備（電気通信事業法（昭和 59
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年法律第 86 号）第 12 条の 2 第 4 項第 2 号ロに規定する移動端末設

備をいう。）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 3 号

さくら市監査委員に関する条例及びさくら市水道事業及び

下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について

さくら市監査委員に関する条例及びさくら市水道事業及び下水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市監査委員に関する条例及びさくら市水道事業及び

下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

（さくら市監査委員に関する条例の一部改正）

第 1 条 さくら市監査委員に関する条例（平成 17 年さくら市条例第 26

号）の一部を次のように改正する。

第 2 条中「第 243 条の 2 の 2 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」

に改める。

（さくら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第 2 条 さくら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成

17 年さくら市条例第 164 号）の一部を次のように改正する。

第 6 条中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」

に改め、別表中「立法メートル」を「立方メートル」に改める。

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第4号

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例及

びさくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の

一部改正について

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例及びさくら市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例及

びさくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の

一部を改正する条例

（さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部改正）

第1条 さくら市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例（平成26

年さくら市条例第22号）の一部を次のように改正する。

第21条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

（さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する条例の一部改正）
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第2条 さくら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する条例（平成26年さくら市条

例第23号）の一部を次のように改正する。

第3条第2項ただし書中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改

め、同項第1号中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改め、同項

第2号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同項第3号中

「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「同項第3号」を「同条

第3号」に改める。

第5条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条

第3項中「第19条第1項第2号又は第3号」を「第19条第2号又は第3号」

に改める。

第6条第2項中「第19条第1項第2号又は第3号」を「第19条第2号又は

第3号」に改める。

第7条中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改める。

第12条第4項第3号ア(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」

に改め、同号ア(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、

同号イ(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号イ

(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。

第14条第1項第2号中「第25条」を「第25条第1項」に、「厚生労働大

臣」を「内閣総理大臣」に改める。

第34条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同

条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1

項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第1

号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第1号又は第2号」を「第19

条第1号又は第2号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改

める。

第35条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同

条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1

項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第1

号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第1号又は第2号」を「第19

条第1号又は第2号」に改める。

第36条第2項及び第38条第2項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3

号」に改める。

第43条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
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第50条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同

条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1

項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第3

号」を「第19条第3号」に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」

に、「第19条第1項第1号又は第3号」を「第19条第1号又は第3号」に、

「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。

第51条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同

条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「第19条第1

項第3号」を「第19条第3号」に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1

号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 5 号

令和 5 年度さくら市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 6 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 億 1,138 万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 215 億 6,770 万 9

千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は ､「第 2 表 繰

越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」

による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の追加は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 繰 越 明 許 費

(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

8 消 防 費 1 消 防 費 消 防 団 運 営 事 業 1 9 , 9 9 8

-18-



第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

さ く ら 市 例 規 集 デ ー タ ベ ー

ス シ ス テ ム 等 管 理 業 務

令 和 5 年 度 か ら

令 和 10 年 度 ま で
1 9 , 3 6 0
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第4表　地方債補正

追　加 （単位：千円）

起債の目的

氏家中学校体育
館等空調設置事
業費

穂積体育館改修
事業費

限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

61,000
普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては当該
見直し後の利率と
する。）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を延長し、短縮し、
若しくは繰上償還、又
は借換えすることがで
きる。

7,100 同　　上 同　　上 同　　上
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令和5年度さくら市一般会計補正予算
（第6号）に関する説明書
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

宿日直手当

管理職手当 期末手当 勤勉手当

比　較

比　較 0

333,400

332,046

1,354

202,734

202,734

0

0

883

883

0

扶養手当 通勤手当 住居手当

17,290

職員手当
区　分

333

比　較

（単位：千円）

区　分

補正後 37,159

36,826

17,854

17,854

26,952

26,952

0

補正前

0
5

801,690

1,687

496,9521,278,359

１　一般職

（１）総括

備考合　計共済費
計職員手当

区　分

496,952 2,978,747
366

365

給　料

（単位：千円）

の 内 訳

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 0 0

区　分 地域手当

補正後 0 0

比　較 0 0

1,279,592

職員数

　　（人）

補正後

補正前

292

287

1

補正後

補正前

39,353

39,353

児童手当

0

17,290

2,481,795

2,473,114

8,6811,233

給　与　費　明　細　書

寒冷地手当

給　与　費

報　酬

398,826

393,065

5,761

2,265

2,265

0

331

331

00

0

0

0

125,156

125,156

2,970,066

8,681

803,377
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

0 331

比　較 0 0 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 39,353 238,292 202,734 17,290

職員手当

補正後 39,353 238,292 202,734 17,290 0 331

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

比　較 0 0 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 26,952 18,048 17,854 883

宿日直手当

補正後 26,952 18,048 17,854 883 117,030 2,265

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

117,030 2,265

（単位：千円）

1,820,641 387,073 2,207,714
313

比　較
0

0 0 0

補正前
2

0 1,139,609 681,032

0 0 0
0

補正後
2

0 1,139,609 681,032 1,820,641 387,073 2,207,714
313

　ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

0 0

比　較 0 1,354 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 93,754 0 0

職員手当

補正後 0 95,108 0 0 0 0

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

比　較 0 333 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 0 18,778 0 0

宿日直手当

補正後 0 19,111 0 0 8,126 0

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

8,126 0

（単位：千円）

652,473 109,879 762,352
52

比　較
5

5,761 1,233 1,687

補正前
285

393,065 138,750 120,658

8,681 0 8,681
1

補正後
290

398,826 139,983 122,345 661,154 109,879 771,033
53

　イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

5-さくら市例規集
データベースシステ
ム等管理業務

19,360
令和5年度　
令和10年度

19,360 19,360

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

１　普　通　債 13,575,238 12,949,997 1,632,900 1,659,605 12,923,292 

（１）総務 6,117,263 5,755,553 200,000 593,909 5,361,644 

（２）民生 321,562 288,000 30,700 57,644 261,056 

（３）衛生 325,596 297,808 2,300 28,480 271,628 

（４）農林水産 539,004 495,330 52,600 65,709 482,221 

（５）商工 90,410 80,410 47,400 8,820 118,990 

（６）土木 2,575,521 2,482,272 741,200 430,636 2,792,836 

（７）消防 567,784 505,196 401,000 74,660 831,536 

（８）教育 3,038,098 3,045,428 157,700 399,747 2,803,381 

２　災害復旧費 88,993 76,683 0 16,480 60,203 

（１）公共土木施設 40,768 38,566 0 5,373 33,193 

（２）農林水産業施設 48,225 38,117 0 11,107 27,010 

（３）その他公共施設 0 0 0 0 0 

合　　　計 13,664,231 13,026,680 1,632,900 1,676,085 12,983,495 

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 6 号

令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度さくら市国民健康保険特別会計の補正予算（第 1 号）は、

次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12 万 5 千 円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40 億 2,310 万 3 千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算
（第1号）に関する説明書
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議案第 7 号

令和 5 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度さくら市介護保険特別会計の補正予算（第 1 号）は、次に

定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 9,042 万 7

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38 億 7,884 万

5 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和5年度さくら市介護保険特別会計補正予算
（第1号）に関する説明書
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( )

( )

( )

20,373

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

宿日直手当

管理職手当 期末手当 勤勉手当

比　較

比　較 0

10,379

10,239

140

5,239

5,239

0

0

15

15

補正後 0 0

管理職特別
勤務手当

補正前

11

11

職員手当
区　分

78

比　較

（単位：千円）

区　分

補正後 1,163

1,085

240

240

438

438

0

補正前

9169160

21,071

9,56330,629
9

81,82172,258

0

0

児童手当

0
0

0

21,256

218

0

扶養手当 通勤手当 住居手当

0

698

0

0

0

１　一般職

（１）総括

備考合　計共済費
計職員手当

区　分

9,563 82,737
9

給　料

30,629 73,17421,474

職員数

　　（人）

補正後

給　与　費

報　酬

（単位：千円）

補正前 0 0

0

0

0

補正後

補正前

0

0

寒冷地手当

0

0

4,000

4,000

0

0

比　較 0

の 内 訳

単身赴任
手当

0

区　分 地域手当
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

0 0

比　較 0 0 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 6,383 5,239 0

職員手当

補正後 0 6,383 5,239 0 0 0

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

比　較 0 0 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 438 474 240 15

宿日直手当

補正後 438 474 240 15 4,000 0

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

4,000 0

（単位：千円）

47,418 9,563 56,981
9

比　較
0

0 0 0

補正前
0

0 30,629 16,789

0 0 0
0

補正後
0

0 30,629 16,789 47,418 9,563 56,981
9

　ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

0 0

比　較 0 140 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 3,856 0 0

職員手当

補正後 0 3,996 0 0 0 0

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

比　較 0 78 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 0 611 0 0

宿日直手当

補正後 0 689 0 0 0 0

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

0 0

（単位：千円）

24,840 0 24,840
0

比　較
0

698 0 218

補正前
11

20,373 0 4,467

916 0 916
0

補正後
11

21,071 0 4,685 25,756 0 25,756
0

　イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計
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議案第 8 号

令和 4 年度さくら市一般会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 4 年度さくら市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 9 号

令和 4 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事

業特別会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 4 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計決

算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 10 号

令和 4 年度さくら市国民健康保険特別会計決算の認定につ

いて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 4 年度さくら市国民健康保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 11 号

令和 4 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 4 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算を別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 12 号

令和 4 年度さくら市介護保険特別会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 4 年度さくら市介護保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 13 号

令和 4 年度さくら市水道事業会計剰余金の処分及び決算の

認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定によ

り、令和 4 年度さくら市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計

算書のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定により、令和 4 年

度さくら市水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定

に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 14 号

令和 4 年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定によ

り、令和 4 年度さくら市下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分

計算書のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定により、令和 4

年度さくら市下水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 15 号

穂積辺地に係る総合整備計画の策定について

穂積辺地に係る公共的設備を総合的に整備するため、別紙のとおり総

合整備計画を策定したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37 年法律第 88 号）第 3 条第

1 項の規定により、議会の議決を求める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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総 合 整 備 計 画 書

栃木県さくら市 穂積辺地

（辺地の人口 526 人 面積 10.07k ㎡）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

栃木県さくら市穂積

（２）地域の中心の位置

栃木県さくら市穂積 515 番地８

（３）辺地度点数

180 点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

穂積地域は、さくら市の最東端に位置し、東は那珂川町に、北は大田原市に、南は那

須烏山市に接し、通称「喜連川丘陵」と呼ばれる丘陵の間に集落が点在する農村地帯で

ある。

地域内を一級河川である岩川が貫流している。

基幹作物である水稲栽培をはじめとして、にら、りんご等の園芸作物の栽培、更には

肉用牛・豚の繁殖、肥育等による畜産も盛んな地域である。

市道 K2026 号及び K2027 号は地域内の生活道路として活用されているが、市道 K2026

号は舗装の経年による劣化が進行し、緊急車両の走行に支障をきたしており、若年層世

帯の定住の妨げになっていることから、早急に修繕する必要がある。また、市道 K2027

号は既存側溝の劣化により、雨水排水に支障が生じていることから、早急に修繕する必

要がある。
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３ 公共的施設の整備計画

令和５年度から令和７年度 ３年間 （単位：千円）

区

分

事業主体名

施設名

事業費

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額特定財源 一般財源

市道 K2026 号 さくら市 28,000 0 28,000 28,000

市道 K2027 号 さくら市 2,552 0 2,552 2,500
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議案第 16 号

下河戸北辺地、下河戸南辺地及び南和田辺地に係る総合整備計画

の変更について

下河戸北辺地、下河戸南辺地及び南和田辺地に係る公共的設備を総合

的に整備するため、別紙のとおり総合整備計画を変更したいので、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和 37 年法律第 88 号）第 3 条第 1 項及び第 8 項の規定により、議会

の議決を求める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

-89-



総 合 整 備 計 画 書

栃木県さくら市 下河戸北辺地

（辺地の人口 303 人 面積 4.57k ㎡）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

栃木県さくら市下河戸北

（２）地域の中心の位置

栃木県さくら市下河戸 890 番地１

（３）辺地度点数

172 点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

下河戸北地域は、さくら市の北部に位置し、東は大田原市に、西は矢板市に接し、通

称「喜連川丘陵」と呼ばれる丘陵の間に集落が点在する農村地帯である。

地域内を一級河川である江川が貫流し、その沿岸には肥沃な水田地帯が形成されてお

り、基幹作物である水稲栽培をはじめとして、にら、なす等の園芸作物の栽培、更には

肉用牛の繁殖、肥育等による畜産も盛んな地域である。

しかし、近年では、農業従事者の高齢化・後継者不足という課題が深刻化しており、

それに対する打開策として、農業の機械化・集約化が促進されていることから、大型の

農耕車が長距離を移動する必要性が高まっているが、既存の農道は幅員が狭く、大型農

耕車の通行に支障をきたしているため、早急に農道の改良が必要である。

また、地域の中心から最も近接の消防署までの距離は約 8.2km と遠方であることから、

地域内で火災が発生した場合の迅速な消火活動には、地域内消防団の機能が非常に重要

であるが、詰所は整備から 35 年、消防ポンプ自動車は、整備から 17 年経過し、劣化が

著しく、このままでは消火活動等に支障をきたすため、新たに整備する必要がある。

その他、地域内で県道の整備は完了しているが、基幹となる県道に接続し複数の集落

間をつなぐ生活道路となっている市道は、幅員が狭小なものがあり、特に市道 K2003 号

については、緊急車両及び大型農耕車の走行の支障をきたしており、農業従事者の候補

となり得る若年層世帯の定住の妨げになっていることが指摘されていることから、早急

に改良を行う必要がある。

さらに、地域内の生活道路として活用されている市道 K2002 号は、舗装の経年による

劣化が進行し、車両の走行に支障をきたしていることから、早急に修繕する必要がある。
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３ 公共的施設の整備計画

令和２年度から令和８年度まで ７年間 （単位：千円）

区

分

事業主体名

施設名

事業費

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額特定財源 一般財源

さくら市消防団

第７分団第２部

詰所

さくら市 31,034 0 31,034 31,000

さくら市消防団

第７分団第２部

消防ポンプ自動

車

さくら市 16,000 0 16,000 16,000

下河戸新溜農道 さくら市 20,340 6,102 14,238 14,000

市道 K2003 号 さくら市 54,000 27,000 27,000 27,000

市道 K2002 号 さくら市 9,000 0 9,000 9,000
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総 合 整 備 計 画 書

栃木県さくら市 下河戸南辺地

（辺地の人口 261 人 面積 4.68k ㎡）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

栃木県さくら市下河戸南

（２）地域の中心の位置

栃木県さくら市下河戸 117 番地１

（３）辺地度点数

132 点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

下河戸南地域は、さくら市の北部に位置し、東は大田原市に、西は矢板市に接し、通

称「喜連川丘陵」と呼ばれる丘陵の間に集落が点在する農村地帯である。

地域内を一級河川である江川が貫流し、その沿岸には肥沃な水田地帯が形成されてお

り、基幹作物である水稲栽培をはじめとして、にら、なす等の園芸作物の栽培、更には

肉用牛の繁殖、肥育等による畜産も盛んな地域である。

しかし、地域内で県道の整備は完了しているが、基幹となる県道に接続し複数の集落

間をつなぐ生活道路となっている市道は、幅員が狭小なものがあり、特に市道 K2021 号

については、緊急車両及び大型農耕車の走行の支障をきたしており、農業従事者の候補

となり得る若年層世帯の定住の妨げになっていることが指摘されていることから、早急

に改良を行う必要がある。

３ 公共的施設の整備計画

令和２年度から令和８年度まで７年間 （単位：千円）

区

分

事業主体名

施設名

事業費

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額特定財源 一般財源

市道 K2021 号 さくら市 179,467 88,733 90,734 90,700
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総 合 整 備 計 画 書

栃木県さくら市 南和田辺地

（辺地の人口 222 人 面積 2.6k ㎡）

１ 辺地の概況

（１）辺地を構成する町又は字の名称

栃木県さくら市南和田

（２）地域の中心の位置

栃木県さくら市南和田 519 番地２

（３）辺地度点数

109 点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

南和田地域は、さくら市の北部に位置し、通称「喜連川丘陵」と呼ばれる丘陵の間に

集落が点在する農村地帯である。

地域内を一級河川である江川が貫流し、その沿岸には肥沃な水田地帯が形成されてお

り、基幹作物である水稲栽培をはじめとして、にら、なす等の園芸作物の栽培、更には

肉用牛の繁殖、肥育等による畜産も盛んな地域である。

しかし、近年では、農業従事者の高齢化・後継者不足という課題が深刻化しており、

それに対する打開策として、農業の機械化・集約化が促進されていることから、大型の

農耕車が長距離を移動する必要性が高まっているが、既存の農道は幅員が狭く、大型農

耕車の通行に支障をきたしているため、早急に農道の改良が必要である。

その他、地域内で県道の整備は完了しているが、基幹となる県道に接続し複数の集落

間をつなぐ生活道路となっている市道は、幅員が狭小なものがあり、特に市道 K3051 号

及び市道を接続する江川を跨ぐ中橋、下橋については、緊急車両及び大型農耕車の走行

の支障をきたしており、農業従事者の候補となり得る若年層世帯の定住の妨げになって

いることが指摘されていることから、早急に改良を行う必要がある。

また、市道 K2017 号は地域内の生活道路として活用されているが、側溝が整備されて

いないことから雨水排水に支障が生じており、早急な整備が必要である。
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３ 公共的施設の整備計画

令和３年度から令和 10 年度 ８年間 （単位：千円）

区

分

事業主体名

施設名

事業費

財 源 内 訳 一般財源の

うち辺地対

策事業債の

予定額

特定財源 一般財源

市道 K3051 号・

K3052 号
さくら市 130,000 60,000 70,000 70,000

南和田農道 19-

1-1 号・19-1-2 号
さくら市 13,500 6,750 6,750 6,750

南和田農道 17-2

号
さくら市 16,000 8,000 8,000 8,000

南和田農道 18-

1-1 号
さくら市 21,000 10,500 10,500 10,500

南和田農道 18-

1-2 号・18-1-3 号
さくら市 16,000 8,000 8,000 8,000

中橋・下橋 栃木県 160,000 0 160,000 160,000

市道 K2017 号 さくら市 50,000 0 50,000 50,000
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報告第 1 号

一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況説明書の

提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定によ

り、一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況説明書を別冊のと

おり提出する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 2 号

株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定によ

り、株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書を別冊のとおり提出する。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 3 号

令和 4 年度健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）

第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定により、令和 4 年度決算に係る健

全化判断比率及び資金不足比率について、別冊監査委員の意見を付けて、

次のとおり報告する。

1 健全化判断比率

・実質赤字比率 － （ 13.14 ％）

・連結実質赤字比率 － （ 18.14 ％）

・実質公債費比率 7.8％ （ 25.0 ％）

・将来負担比率 － （ 350.0 ％）

2 資金不足比率

・水道事業会計 － （ 20.0 ％）

・下水道事業会計 － （ 20.0 ％）

注 1 「－」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値につ

いては該当なしを表す。

注 2 （ ）内は当市の令和 4 年度決算に係る早期健全化基準又は

経営健全化基準を表す。

令和 5 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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